
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市桃陵市営住宅団地再生事業 

 

入札説明書 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月 

京 都 市 

 



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

－目次－ 

 

第１ 入札説明書の定義......................................................... 1 

第２ 事業の概要 .............................................................. 2 

１ 事業名称 ................................................................ 2 

２ 事業に供される公共施設 ................................................... 2 

３ 公共施設の管理者の名称 ................................................... 2 

４ 事業の目的 .............................................................. 2 

５ 事業の概要 .............................................................. 4 

６ 事業手法 ................................................................ 4 

７ 事業の範囲 .............................................................. 4 

８ 事業者の収入 ............................................................ 6 

９ 事業期間 ................................................................ 6 

10 事業スケジュール（予定） ................................................. 6 

11 事業に必要と想定される根拠法令等 ......................................... 7 

第３ 事業者の募集及び選定に関する事項 ......................................... 8 

１ 事業者の募集及び選定の方法 ............................................... 8 

２ 選定の手順及びスケジュール ............................................... 8 

３ 入札参加資格要件......................................................... 9 

４ 入札に関する手続等...................................................... 14 

５ 落札者の決定 ........................................................... 21 

６ 契約に関する基本的な考え方 .............................................. 23 

第４ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 ........ 25 

１ 予想されるリスクと責任分担 .............................................. 25 

２ 提供されるサービス水準 .................................................. 25 

３ 事業者の責任の履行に関する事項 .......................................... 25 

４ モニタリングの実施...................................................... 25 

第５ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 .......................... 27 

第６ 事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 .. 28 

第７ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 .................... 29 

１ 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 ............ 29 

２ 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 ................ 29 

３ いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難となった場合 .......... 29 

第８ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する事項 ........ 30 

１ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 .......... 30 

２ その他の支援に関する事項 ................................................ 30 

第９ その他特定事業の実施に関し必要な事項 .................................... 31 

１ 事業契約の締結 ......................................................... 31 

２ 債務負担行為の設定...................................................... 31 

３ 市有財産（付帯事業用地等）の売買契約の締結 .............................. 31 



 
 

 

 

４ 情報公開及び情報提供.................................................... 31 

５ 本事業において使用する言語等 ............................................ 31 

６ 市からの提示資料の取り扱い .............................................. 31 

７ 入札に伴う費用分担...................................................... 31 

８ 本事業に関する市の担当部署 .............................................. 31 

９ 本事業に関するアドバイザー及びその協力会社 .............................. 32 

 

  



 
 

 

 

用語の定義 

用  語 定   義 

ＰＦＩ Private Finance Initiativeの略。公共サービスの提供に際して公

共施設が必要な場合に、従来のように公共が直接施設を整備せずに民

間資金を利用して民間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる

手法をいう。 

ＰＦＩ法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成１１年法律第１１７号）をいう。 

本事業 京都市桃陵市営住宅団地再生事業をいう。 

ＢＯＴ方式 Build Operate Transferの略。方式の略。事業者が自ら資金調達を

行い、施設を建設（Build）した後、施設の維持管理（Operate）を行

い、維持管理期間終了後に施設の所有権を公共側に移管（Transfer)

する方式をいう。 

実施方針等 実施方針及び要求水準書（案）をいう。 

入札説明書等 入札公告時に公表する入札説明書及び付属資料（要求水準書、基本協

定書（案）、事業契約書（案）、落札者決定基準、様式集等）をいう。 

事業者 ＰＦＩ法に基づき、特定事業を実施する民間事業者であり、本事業の

実施に際して市と事業契約を締結し、事業を実施する者をいう。 

応募者 本事業における設計、建設、工事監理、入居者移転支援、維持管理及

び付帯事業用地等の活用の能力を有し、本事業に参加する者で、複数

の企業で構成されるグループをいう。 

構成員 設計事業者、建設事業者、工事監理事業者、移転支援事業者、維持管

理事業者及び付帯事業者から構成される応募者をいう。 

代表事業者 構成員を代表する者をいう。 

落札者 本事業を実施する者をいう。 

設計事業者 市営住宅等整備業務のうち設計・調査等を行う企業をいう。 

建設事業者 市営住宅等整備業務のうち建設工事（解体を含む）を行う企業をいう。 

工事監理事業者 市営住宅等整備業務のうち工事監理を行う企業をいう。 

移転支援事業者 入居者移転支援業務を行う企業をいう。 

維持管理事業者 維持管理業務を行う企業をいう。 

付帯事業者 付帯事業を行う企業をいう。 

既存棟等 既存の京都市桃陵市営住宅、公営住宅等整備基準第１２条に基づく附

帯施設、公営住宅法第２条第９号に基づく共同施設、保育所、及び外

構をいう。 

継続活用住棟 継続して活用する５１号棟～５４号棟、７１号棟、７２号棟をいう。 

継続活用住棟等 
継続活用住棟及び継続活用住棟に関連する付帯施設、共同施設及び外

構を含めた全体をいう。 

先行解体住棟 先行して解体の対象となる住棟（１号棟～７号棟、１０号棟）のこと

をいう。 



 
 

 

 

用  語 定   義 

先行解体住棟等 
先行解体住棟及び先行解体住棟に関連する付帯施設、共同施設及び外

構を含めた全体をいう。 

その他解体住棟 先行解体住棟以外に解体の対象となる住棟（２７号棟～２９号棟、３

４号棟～４１号棟、４３号棟、４４号棟）のことをいう。 

その他解体住棟等 
その他解体住棟及びその他解体住棟に関連する付帯施設、共同施設及

び外構を含めた全体をいう。 

事業用地 本事業を実施する京都市桃陵市営住宅の土地をいう。 

市営住宅用地 「市営住宅建替用地」、「市営住宅継続用地」、「保育所用地」及び

「公園用地」をいう。 

市営住宅建替用地 事業用地のうち、新棟等を建設する土地をいう。 

市営住宅継続用地 事業用地のうち、継続活用住棟等を継続活用する土地をいう。 

付帯事業用地 事業用地のうち市営住宅用地以外の土地で、付帯事業者が市から譲り

受けて施設等を整備する土地をいう。 

付帯事業用地等 
事業用地のうち、付帯事業用地と公園用地（付帯事業分）を含めた全

体をいう。 

公園用地 事業用地のうち、公園を整備する土地をいう。 

公園用地（市営住

宅分） 

公園用地のうち、市営住宅用地に対応する開発公園を整備する土地を

いう。 

公園用地（付帯事

業分） 

公園用地のうち、付帯事業用地等に対応する開発公園を整備する土地

をいう。 

保育所用地 事業用地のうち、保育所及びその付帯施設が存する土地とみちくさ広

場を含む土地をいう。 

新棟等 市営住宅用地上に建設する新たな京都市桃陵市営住宅、付帯施設、共

同施設及び外構をいう。（住棟のみを「新棟」という。） 

 



 
 

1 

 

第１ 入札説明書の定義 

京都市（以下「市」という。）は、民間の資金、経営能力及び技術力を活用して、老朽化

した京都市桃陵市営住宅の再整備を行うとともに、団地内外の活性化を図るため、令和７年

６月１３日に、京都市桃陵市営住宅団地再生事業をＰＦＩ法第７条に基づき、特定事業に選

定した。 

京都市桃陵市営住宅団地再生事業入札説明書（以下「入札説明書」という。）は、市が本

事業を実施する者を決定するため、令和７年６月１３日に公告した総合評価一般競争入札

（以下「入札」という。）についての説明書である。 

入札説明書に添付される次に掲げる書類は、入札説明書と一体のもの（以下「入札説明書

等」という。）とする。 

 

別添資料１：要求水準書（市営住宅等整備業務、市営住宅維持管理業務及び付帯事業用地

活用編） 

別添資料２：要求水準書（入居者移転支援業務編） 

別添資料３：落札者決定基準 

別添資料４：様式集 

別添資料５：基本協定書（案） 

別添資料６：事業契約書（案） 

別添資料７：南浜学区の概要 

 

 

本事業の条件等については、令和７年４月２４日に公表した「京都市桃陵市営住宅団地再

生事業実施方針」及び「京都市桃陵市営住宅団地再生事業要求水準書（案）」に関する質問

や意見への回答を反映している。 

したがって、「実施方針」、「実施方針及び要求水準書（案）に関する質問・意見への回

答」と「入札説明書等」とに相違がある場合は、「入札説明書等」の規定を優先するものと

する。 

また、入札説明書等に記載がない事項については、「実施方針」、「実施方針及び要求水

準書（案）に関する質問・意見への回答」、「入札説明書等に関する質問への回答」による

こととする。 
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第２ 事業の概要 

１ 事業名称 

京都市桃陵市営住宅団地再生事業 

 

２ 事業に供される公共施設 

市営住宅（付帯施設等を含む。） 

 

３ 公共施設の管理者の名称 

京都市長 松井 孝治 

 

４ 事業の目的 

「桃陵市営住宅」（以下「本団地」という。）及びその周辺エリアは、豊臣秀吉によ

り最初に築城された伏見城址の西に位置し、伏見奉行所及び旧陸軍工兵第十六連隊跡

地という歴史ある場所であり、歴史や文化を次世代に継承し、新たな価値を創造し続け

る「持続可能な都市」の構築といった観点で重要なエリアに位置している。 

また、本エリアは、「京都市持続可能な都市構築プラン」において、「地域中核拠点

エリア」の「交通結節・賑わい型」と位置付けられており、ＪＲ奈良線、近鉄京都線、

京阪本線の３つの鉄道や国道２４号線に近接した交通利便性に優れた場所であるとと

もに、商店街や物販店舗等の生活利便施設、都市公園、学校等教育施設が立地するなど、

住環境に恵まれた地域に位置している。 

一方、本団地は、昭和３０年代に建設された古い住棟と、平成２年及び平成４年に建

設された住棟で構成されているが、昭和３０年代に建設された住棟は、老朽化の進行や

耐震性能不足、浴室がない住戸など、入居者の安心・安全や住環境の面での課題があり、

これらを解決することが求められている。 

「京都市住宅マスタープラン（令和３年度～令和１２年度）」においては「居住の安

定確保」の視点から「将来を見据えた市営住宅の最適化」が施策の方向性として示され、

「将来を見据えた市営住宅ストックの整備」や「市営住宅団地のまちづくりへの活用と

コミュニティの再生」が求められている。これを受けた「京都市市営住宅ストック総合

活用指針（令和３年度～令和１２年度）」の中で、本団地は、「団地再生実施団地」に

位置付けられ、団地再生事業を行っていくこととしている。 

これらを踏まえ、団地再生事業により入居者の安心・安全や住環境の改善を図るとと

もに、同事業により生じる用地の活用については、民間活力を積極的に導入し、団地及

び周辺のコミュニティ活性化や文化・福祉の向上、働く場の確保など本市全体の活性化、

持続可能なまちづくりに資することを目指し、令和６年１２月に「京都市桃陵市営住宅

団地再生計画」を策定した。 

本計画では、昭和３０年代に建設され、老朽化の進行や耐震性能不足、浴室が設置さ

れていない住棟は除却・集約のうえ、新たな住棟を建設し、平成初期に建設された住棟

は、継続して活用することとした。 
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本事業では、団地再生計画に基づき、多様な世代が安心、快適に暮らせる住宅を供給

するとともに、憩いの空間となる集会所及び公園を整備し、良質な住環境を整備するこ

とで、本市の住宅セーフティネットを充実させ、一体的に本団地南側の有効活用を図り、

民間の住宅や施設を立地させることで、団地内はもとより市全体や地域の活性化に寄

与することを目的とする。 
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５ 事業の概要 

⑴ 先行解体住棟の入居者を仮移転又は先行本移転させる。 

⑵ 先行解体住棟等を解体撤去し、新棟等を建設し、維持管理業務を開始する。 

⑶ その他解体住棟の入居者（仮移転中の入居者を除く）及び仮移転者を新棟に本移転

させる。 

⑷ その他解体住棟等の地上部及び給水塔を解体撤去する。 

⑸ 付帯事業用地等の引渡しを行う。 

（公園は事業用地等の引渡し後に整備する。） 

⑹ 入居者の移転支援を行う。 

⑺ 維持管理業務終了後、市に新棟等の所有権を移転する。 

 

土地利用の詳細は、別添資料１「要求水準書（市営住宅等整備業務、市営住宅維持管

理業務及び付帯事業用地活用編）」及び別紙２「（参考）土地利用計画図」を参照する

こと。 

なお、具体的な事項については、別添資料１「要求水準書（市営住宅等整備業務、市

営住宅維持管理業務及び付帯事業用地活用編）」及び別添資料２「要求水準書（入居者

移転支援業務編）」を参照すること。 

 

６ 事業手法 

本事業は、ＰＦＩ法に基づき、ＢＯＴ（Build Operate Transfer）方式により実施す

る。 

 

７ 事業の範囲 

事業者が実施する業務の範囲は、次のとおりとする。 

また、事業者は、入札手続において提出した事業提案書に基づき、市営住宅等整備業

務、市営住宅維持管理業務、入居者移転支援業務及び付帯事業のサービス水準、工程計

画や実施体制等を明示した業務全体の事業計画を策定すること。 

なお、詳細については、別添資料１「要求水準書（市営住宅等整備業務、市営住宅維

持管理業務及び付帯事業用地活用編）」及び別添資料２「要求水準書（入居者移転支援

業務編）」を参照すること。 

⑴ 市営住宅等整備業務 

ア 事前調査 

イ 設計 

ウ 許認可及び各種申請等の手続（本業務の実施に必要な関係機関との協議を含
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む） 

エ 工事 

オ 工事監理 

カ 新棟の住宅性能評価の取得 

キ ＣＡＳＢＥＥ京都の取得 

ク ＢＥＬＳ認定の取得 

ケ 事後調査 

コ 近隣対策（本業務に関する説明及び調整、周辺への補償、電波障害対策工事等） 

サ 確定測量（公共施設の市への移管資料作成等を含む。） 

シ 事業用地の分筆（付帯事業用地、公園用地（付帯事業分）及び公園用地（市営

住宅分）） 

ス 新棟等及び公園の完成確認、引渡し並びに所有権の移転 

セ 契約不適合責任検査 

ソ 市が国へ申請する補助金・交付金申請関係書類の作成支援 

タ 会計実地検査の支援 

チ 住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金の供託 

ツ その他上記ア～チの業務を実施するうえで必要な関連業務 

テ 地下水の水質測定 

⑵ 市営住宅維持管理業務 

ア 昇降機の点検、保守及び監視 

イ 電気機械設備保全 

ウ 建築物及び敷地の定期調査 

エ 長期修繕計画の作成 

⑶ 入居者移転支援業務 

ア 移転に関する事前業務 

イ 仮移転支援業務 

ウ 先行本移転支援業務 

エ 賃貸借契約等に関する業務 

オ 本移転支援業務 

カ 退去者支援業務 

キ 市が国へ申請する補助金・交付金申請関係書類の作成及び会計実地検査等の

支援業務 

⑷ 付帯事業用地活用（付帯事業） 
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ア 施設整備 

イ 公園整備 

ウ 解体撤去 

エ コミュニティ活性化の取組 

 

８ 事業者の収入 

事業者に対する支払は、事業者が実施する上記７の業務のサービスに対する対価か

らなる。 

市からの支払に関する事項の具体的な内容については、本事業の入札公告時に公表

する入札説明書に添付する事業契約書（案）において提示する。 

⑴ 市営住宅等整備業務 

施設整備の対価のうち、国庫補助金の対象となる経費部分については、国庫補助金

を活用し、施設整備後に支払う予定である。それ以外の施設整備の対価は、本施設の

供用開始から事業期間中に、事業者に対し、事業契約に定める額を平準化して支払う。 

⑵ 市営住宅維持管理業務 

市営住宅維持管理業務に要する費用は、毎年度の実績に応じた額を支払う。 

⑶ 入居者移転支援業務 

入居者移転支援業務に要する費用は、毎年度２回、半期ごとの実績に応じた額を支

払う。 

⑷ 付帯事業 

付帯事業のうち、コミュニティ活性化の取組に関する費用は、毎年度の実績に応じ

た額を支払う。 

 

９ 事業期間 

本事業の事業期間は、事業契約の締結日の翌日から令和２３年４月末までとする。 

 

10 事業スケジュール（予定） 

事 業 契 約 の 締 結 

（ 定 例 会 で の 議 決 後 ） 
 令和８年３月  

新棟等の設計・建設期間  令和８年３月～令和１３年４月 

新 棟 へ の 本 移 転 完 了   令和１３年６月 

市有財産（付帯事業用地等）

売 買 契 約 の 締 結 

（ 定 例 会 で の 議 決 後 ） 

 令和１５年１１月 

付帯事業用地等の引渡し  令和１５年１１月 
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公 園 整 備 の 期 間  令和１５年１２月～令和１６年１１月 

新 棟 等 の 維 持 管 理 期 間  令和１３年５月～令和２３年４月 

   ※ 上記は、本市が想定するスケジュールを示すものであり、事業の進捗や事業者の

提案等により、変更する場合がある。 

 

11 事業に必要と想定される根拠法令等  

本事業を実施するに当たり、遵守すべき法令及び条例等は、別添資料１「要求水準書

（市営住宅等整備業務、市営住宅維持管理業務及び付帯事業用地活用編）」を参照する

こと。 
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第３ 事業者の募集及び選定に関する事項 

１ 事業者の募集及び選定の方法 

事業者の募集及び選定については、透明性の確保と公正な競争の促進に配慮しなが

ら、参画を希望する事業者から本事業に対する提案を広く公募する。 

落札者の決定に当たっては、本事業の実施に係る対価の額及び提案内容を総合的に

評価する総合評価一般競争入札方式（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の１０の２）を採用する。 

また、本事業は、ＷＴＯ政府調達協定（平成６年４月１５日マラケシュで作成された

政府調達に関する協定、及び平成２４年３月３０日ジュネーブで作成された政府調達

に関する協定を改正する議定書）の対象であり、入札手続は「地方公共団体の物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成７年政令第３７２号）が適用される。 

 

 

２ 選定の手順及びスケジュール 

本事業における事業者の募集及び選定に当たってのスケジュールは、以下のとおり

とする。 

 

日 程 内   容 

令和７年６月１３日 入札公告、入札説明書等の公表 

６月２３、２４日 現地見学会の開催 

６月１３日～３０日 入札説明書等に関する質問受付（１回目） 

７月１８日 入札説明書等に関する質問の回答 

７月１４日～２５日 第１次審査提出書類の受付 

８月１８日 参加資格審査結果通知 

８月１８日～２２日 入札説明書等に関する質問受付（２回目） 

９月１１日 入札説明書等に関する質問の回答 

９月３０日 

１０月１日 

第２次審査提出書類（事業提案書及び入札書等）の受付 

第２次審査提出書類の開札 

１０月 第２次審査提出書類の審査（書類審査、応募者によるプレゼン

テーション及び委員会によるヒアリング） 

１１月 落札者決定・公表 

１１月 基本協定の締結 

１２月 事業契約（仮契約）の締結 

令和８年３月 京都市会で議決後に事業契約（本契約）を締結 
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３ 入札参加資格要件 

⑴ 応募者 

応募者は、入札に参加する者であり、構成員により構成される。 

なお、構成員は、設計事業者、建設事業者、工事監理事業者、移転支援事業者、維

持管理事業者及び付帯事業者から構成されるものとする。 

 

⑵ 代表事業者 

応募者は、構成員の中から代表事業者を定めるものとする。 

この代表事業者は、本入札への応募手続や落札者となった場合の契約協議など、市

との調整・協議等における窓口役を担うこととする。 

なお、特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）を設立する場合は、ＳＰＣに出資

者の中で最大の出資を行う者とする。 

 

⑶ ＳＰＣ 

本事業においては、必ずしもＳＰＣを設立する必要はないが、設立する場合は、次

に掲げるア～ウの要件を全て満たすものとする。 

ア 仮契約の締結時までに、会社法に定める株式会社の形態により、原則、京都市内

に設立すること。 

イ 構成員のうち、代表事業者及び建設事業者は、ＳＰＣに出資しなければならない。 

ウ 出資者である構成員は、本事業が終了するまでＳＰＣの株式を保有するものと

し、譲渡、担保権等の設定、その他の一切の処分を行ってはならない。ただし、市

がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。 

 

⑷ 複数応募の禁止 

ア 構成員が複数の提案を行うことは、禁止する。 

イ 構成員及び「構成員と下記(ｱ)に該当する資本関係のある者」又は「下記(ｲ)に該当

する人的関係のある者」又は「(ｱ)又は(ｲ)と同視しうる場合で、その他入札の適正さ

が阻害されると認められる場合」は、他の応募者の構成員になることはできないも

のとする。 

(ｱ) 資本関係のある者 

次のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ 親会社等（会社法第２条第４号の２の規定による親会社等をいう。以下同

じ。）と子会社等（会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下

同じ。）の関係にある場合。 

ｂ 親会社等を同じくする子会社同士等の関係にある場合。 

(ｲ) 人的関係のある者 
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次のいずれかに該当する場合。ただし、ａについては、会社等（会社法施行規

則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生

法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は会社更生法第２条第

７項に規定する更正会社である場合を除く。 

ａ 一方の会社の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員の

うち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ね

ている場合。 

(a) 株式会社の取締役。ただし、会社法第２条第１１号の２に規定する監査等

委員会設置会社における監査等委員である取締役、会社法第２条第１２号に

規定する指名委員会等設置会社における取締役、会社法第２条第１５号に規

定する社外取締役、会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めが

ある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。 

(b) 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役。 

(c) 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合

同会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定

めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

(d) 組合の理事 

(e) その他業務を執行する者であって、(a)～(d)までに掲げる者に準じる者 

ｂ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第６７条第１項又は民

事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人（以下「管財人」とい

う。）を現に兼ねている場合。 

ｃ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。 

ウ 建設業務を実施する者は、工事監理業務を実施することはできないものとし、工

事監理業務を実施する者は、資本関係又は人的関係について、次の(ｱ)～(ｵ)までのい

ずれにも該当しない者であること。 

(ｱ) 工事監理事業者が、建設事業者の発行済み株式の５０％を超える株式を所有

している。 

(ｲ) 工事監理事業者が、建設事業者の資本総額の５０％を超える出資をしている。 

(ｳ) 建設事業者が、工事監理事業者の発行済み株式の５０％を超える株式を所有

している。 

(ｴ) 建設事業者が、工事監理事業者の資本総額の５０％を超える出資をしている。 

(ｵ) 工事監理事業者の代表権を有する役員が、建設事業者の代表権を有する役員

を兼ねている。 

エ 参加表明書により、参加の意思を表明した応募者の構成員の変更は、原則認めな

い。ただし、市がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。 
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⑸ 応募者の参加資格要件 

ア 共通資格要件 

構成員は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。 

(ｱ) 京都市契約事務規則第４条第２項に規定する競争入札参加有資格者名簿に登

載されている者（登録業者）又は令和６年８月２６日付け京都市告示第３５０号

に定める資格の審査の申請を行い、資格を有すると認められた者（未登録業者） 

(ｲ) 京都市競争入札等取扱要綱に基づく競争入札参加停止措置を受けていないこ

と。 

(ｳ) 本事業の業務に携わる以下の者と資本関係又は人的関係のない者 

・ 株式会社地域経済研究所 

・ ワース・コンサルティング株式会社 

・ 北口・繁松法律事務所 

・ 楠会計事務所 

(ｴ) 京都市桃陵市営住宅団地再生事業検討委員会の委員及び委員が属する法人と

資本関係又は人的関係のない者 

イ 応募者の個別資格要件 

応募者のうち、市営住宅等の設計、建設、工事監理、維持管理、入居者移転支援

の各業務及び付帯事業を実施する者は、入札参加資格の審査申請の日において、そ

れぞれ次に掲げる要件を全て満たした者とする。 

なお、事業者がＳＰＣを設立する場合にあっては、ＳＰＣから、(ｱ)～(カ)の業務を

受託する者も同様とする。 

(ｱ) 設計事業者 

次のａ～ｄの要件を全て満たしていること。 

なお、複数の者で業務を分担する場合は、総括する者を置くものとし、総括す

る者は次のａ～ｄの要件を、その他の者はａの要件を満たしていること。 

ａ 建築士法に規定する一級建築士事務所に登録されていること。 

ｂ 発注者から直接受注し、履行した１件の業務で、次の要件を満たす工事の設

計を履行した実績（共同企業体の場合は代表者における実績のみ）があること。 

・ 平成２３年度以降に完成済みの建築工事であること。 

・ 共同住宅（各戸が一部屋のみの共同住宅を除く。）で、５階建て以上の新

築工事の実績、延床面積３，０００㎡以上又は５０戸以上の新築工事の実績

がそれぞれ１件以上あること。 

ｃ 都市計画法第３０条の規定による申請書のうち、同法第３１条に定める設

計図書作成の実績（１ｈａ以上の開発行為に係るもの）を有していること。た

だし、作成した設計図書により、平成２３年度以降、同法第２９条又は第３４

条の２の許可を受けたものに限る。 

ｄ 一級建築士の資格を有する者を管理技術者として１名配置し得ること。 

なお、当該技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係があり、かつ入
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札参加資格確認申請日において引き続き３か月以上の雇用関係があること。 

(ｲ) 建設事業者 

次のａ～ｄの要件を全て満たしていること。 

なお、複数の者で業務を分担する場合は、総括する者を置くものとし、総括す

る者は次のａ～ｄの要件を、その他の者はａ、ｂ及びｅの要件を全て満たしてい

ること。 

ａ 建築工事業の特定建設業許可を受けていること。 

ｂ 直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「建築一式」

の総合評定値が総括する者は、１，０００点以上、その他の者は９００点以上

あること。 

ｃ 単独又は共同企業体の構成員として元請け受注した１件の工事で、次の要

件を満たす工事の施工実績があること。ただし、共同企業体の構成員としての

施工実績である場合には、出資比率２０パーセント以上の場合に限る。 

・ 平成２３年度以降に完成済みの建築工事であること。 

・ 共同住宅（各戸が一部屋のみの共同住宅を除く。）で、５階建て以上の新

築工事の実績、延床面積３，０００㎡以上又は５０戸以上の新築工事の実績

がそれぞれ１件以上あること。 

ｄ 建設業法に基づく「建築工事業」に係る監理技術者（監理技術者講習を修了

している者に限る。）を建設業務期間に専任で１名配置し得ること。 

なお、当該技術者については、常勤の自社社員であり、かつ入札参加資格確

認申請日において引き続き３か月以上の雇用関係があること。 

ｅ 建設業法に基づく「建築工事業」に係る監理技術者（監理技術者講習を修了

している者に限る。）又は国家資格を有する主任技術者を建設業務期間に専任

で１名配置し得ること。 

なお、当該技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係があり、かつ入

札参加資格確認申請日において引き続き３か月以上の雇用関係があること。 

(ｳ) 工事監理事業者 

次のａ～ｃの要件を全て満たしていること。 

なお、複数の者で業務を分担する場合は、総括する者を置くものとし、総括す

る者は次のａ～ｃの要件を、その他の者はａの要件を満たしていること。 

ａ 建築士法に規定する「一級建築士事務所」に登録されていること。 

ｂ 発注者から直接受注し、履行した１件の業務で、次の要件を満たす工事の監

理委託業務を履行した実績（共同企業体の場合は代表者における実績のみ）が

あること。 

・ 平成２３年度以降に完成済みの建築工事であること。 

・ 共同住宅（各戸が一部屋のみの共同住宅を除く。）で、５階建て以上の新

築工事の実績、延床面積３，０００㎡以上又は５０戸以上の新築工事の実績

がそれぞれ１件以上あること。 

ｃ 一級建築士の資格を有する者を工事監理者（建築基準法（昭和２５年法律第
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２０１号）第５条の６第４項の規定による工事監理者をいう。）として１名配

置し得ること。 

  なお、当該技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係があり、かつ入

札参加資格確認申請日において引き続き３か月以上の雇用関係があること。 

(ｴ) 移転支援事業者 

移転支援事業者は、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）の規定に

よる宅地建物取引業者の免許を有すること。 

なお、複数の者で業務を分担する場合は、総括する者を置くものとする。 

(ｵ) 維持管理事業者 

維持管理業務事業者は、耐火構造若しくは準耐火構造の共同住宅又は国若し

くは地方公共団体（独立行政法人、地方独立行政法人及び国立大学法人を含む。）

の施設において、第２の７「⑵市営住宅維持管理業務」に該当するいずれかの実

績を有する者であること。 

なお、複数の者で業務を分担する場合は、総括する者を置くものとする。 

(ｶ) 付帯事業者 

付帯事業者は、提案する内容と同種の事業を行った実績を有する者であるこ

と。 

なお、複数の者で業務を分担する場合は、総括する者を置くものとする。 

 

⑹ 入札参加資格要件の確認基準日 

参加資格要件の確認基準日は、第１次審査提出書類の提出期限日とする。 

 

⑺ 入札参加表明書の受付日以降の取扱い 

入札参加資格を有すると認められた構成員が、参加表明書の受付日以降に入札参

加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応は、次のとおりとする。 

ア 参加表明書の受付日から落札者決定日までの間に、構成員に入札参加資格要件を

欠く事態が生じた場合には、原則として当該応募者の入札を無効とする。ただし、

応募者の申し出により、市がやむを得ないと認め、承認した場合に限り、入札参加

資格要件を欠く応募者の構成員（ただし、代表事業者を除く。）の変更ができる。 

イ 落札者決定日から事業契約締結日までの間に、構成員に入札参加資格要件を欠く

事態が生じた場合には、市は仮契約を締結せず、又は仮契約の解除を行うことがあ

る。これにより仮契約を締結せず、又は仮契約を解除しても、市は一切責を負わな

い。ただし、応募者の申し出により、市がやむを得ないと認め、承認した場合に限

り、入札参加資格要件を欠く構成員（ただし、代表事業者を除く。）の変更ができ

るものとし、市は変更後の応募者と仮契約を締結できる。 
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４ 入札に関する手続等 

⑴ 入札説明書等の公表 

市は、本事業の入札説明書等を京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課ホー

ムページ等で公表する。 

本事業に関し、要求水準書に記載している参考資料の貸与を希望する者（入札参加

を検討する事業者に限る）は、資料の貸与を受けることができる。貸与希望者は、以

下の手続に従って申込みを行うこと。 

ア 受付期間 

令和７年６月１３日（金）～７月２４日（木）午後５時必着 

イ 受付方法 

別添資料４の様式１－１「資料貸与申込書兼誓約書」に必要事項を記入のうえ、

下記提出先に持参すること。 

なお、持参に当たっては、持参する日時をあらかじめ市と協議のうえ決定するこ

と。 

ウ 提出先 

「第９ ８」に同じ 

 

⑵ 現地見学会の開催 

本事業の参加を希望する者（入札参加を検討する事業者に限る）に対して現地見学

会を開催する。 

ア 開催日時 

日程 令和７年６月２３日（月）又は２４日（火） 

時間 午前１０時～午後５時まで 

※ 詳細な日時は別途、電話又は電子メールにより連絡する。 

イ 見学方法 

・ 見学会の当日は、桃陵市営住宅集会所前に集合し、市職員の案内により見学を

開始する。 

・ 当日の見学時間は、１事業者当たり、５０分程度を想定している。 

・ 指定日及び指定時間以外の見学は不可とする。 

ウ 申込方法 

・ 別添資料４の様式１－２「現地見学会参加申込書」（文書形式は Microsoft- 

Excel）に必要事項を記入のうえ、電子メールにより提出すること。 

・ 件名は、「【事業者名】京都市桃陵市営住宅団地再生事業 見学会申込書」と

表記し、電子メールを送信後、速やかに電話等で当該電子メールの着信確認を行

うこと。 
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エ 申込先  

「第９ ８」に同じ 

オ 申込期限 

令和７年６月１７日（火）正午まで（必着） 

カ 留意事項 

・ 現地見学会当日は、入札説明書等の資料は配付しないため、すまいまちづくり

課のホームページからダウンロードして準備すること。 

・ 人数は、申込者ごとに１５名までとする。 

・ 受付場所は、桃陵市営住宅集会所前とする。 

・ 受付開始は、見学会開始時間の１０分前から行う。 

・ 見学日時を厳守すること。 

・ 団地内に駐車できるスペースはないため、現地には公共交通機関により訪れる

こと。 

・ 敷地内は、全面禁煙である。 

・ 見学中は、入居者の生活等に支障をきたさないよう留意し、市職員の指示に従

うこと。 

・ 対象施設の撮影は可とするが、個人が特定されるような撮影及び市職員が指示

する場所の撮影は不可とする。また、撮影した写真は、本事業の入札以外に使用

しないこと。 

・ 現地見学会における市職員の説明は、施設、設備、敷地等の案内に関する事項

のみとする。また、当該市職員の発言は、本事業の入札における個別の事業条件

を規定したり、許可したりするものではない。 

 

⑶ 入札説明書等に関する質問の提出（１回目） 

入札説明書等の内容に関して、次のとおり、質問及び回答を行う。ただし、提案の

審査に直接関わるなど、質問内容によっては回答しない場合がある。 

 

提出期間 令和７年６月１３日（金）～令和７年６月３０日（月） 

提出方法 

質問内容を簡潔にまとめ、「入札説明書等に関する質問

書（別添資料４の様式２）」に記入のうえ、電子メール

にファイルを添付し提出すること。（電話不可） 

提出先 京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課 

提出先メールアドレス sumamachi@city.kyoto.lg.jp 

質問書のファイル形式 
Microsoft365で処理可能なもの。表題は「入札説明書等

に関する質問書」とすること。 

 

⑷ 入札説明書等に関する質問及び回答の公表（１回目） 

入札説明書等に関する質問及びそれらに対する回答は、次のとおり公表する。 
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回答日 令和７年７月１８日（金） 

回答方法 

回答は、質問者の特殊な技術やノウハウ等に関わるもの、質問

者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれの

あるものを除き、下記のすまいまちづくり課のホームページに

掲載する。 

なお、質問者の名称は公表しないものとする。 

掲載先 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000329657.html 

 

なお、入札説明書等に関する応募者の質問を踏まえ、必要に応じて、入札説明書等

の記述等を見直し、軽微な変更を行うことがある。その場合には入札説明書等の公表

と同じ方法で速やかに公表する。 

 

⑸ 第１次審査提出書類の提出 

応募者の代表事業者は、第１次審査提出書類を市に提出し、確認を受けること。 

なお、第１次審査提出書類の作成については、別添資料４の様式集に示す「３-⑵ 

第１次審査提出書類」による。 

 

提出期間 令和７年７月１４日（月）～令和７年７月２５日（金） 

提出時間 
土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時～午後５時まで

（正午～午後１時を除く） 

提出方法 

書留郵便等又は持参による。ただし、郵送の場合は配達

記録の残る方法とし、上記日時までに必着させること。 

なお、提出の際は、持参又は郵送である旨を事前に電話

で連絡すること。 

提出先 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市役所分庁舎内 

京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課 事業第一担当 

 

⑹ 第１次審査結果の通知及び公表 

第１次審査の結果は、書面（入札参加資格確認通知書）により令和７年８月１８日

（月）までに応募者の代表事業者へ発送する。この場合において、資格がないと認め

た者に対しては、その理由を付して通知する。 

また、応募者の名称及び代表事業者の商号（法人にあっては名称）については、落

札者を決定した日に公表する。 

なお、電話等による個別の問合せには応じない。 

 

⑺ 入札参加資格が認められなかった者の理由説明の請求 

第１次審査の結果、入札参加資格が認められなかった者は、入札参加資格がないと
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された理由について、次のとおり書面により説明を求めることができる。 

 

提出期間 令和７年８月１８日（月）～令和７年８月２５日（月） 

提出時間 
土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時～午後５時まで

（正午～午後１時を除く） 

提出方法 

審査結果等に関する理由説明の請求書（別添資料４の様

式４－２）を郵送又は持参すること。 

ただし、郵送の場合は上記日時までに必着させること。 

なお、提出の際は、その旨を事前に電話で連絡すること。 

提出先 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市役所分庁舎内 

京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課 事業第一担当 

回答 令和７年９月１日（月）までに書面により行う。 

 

⑻ 入札説明書等に関する質問の提出（２回目） 

入札参加資格が認められた者は、入札説明書等の内容に関して、次のとおり、質問

及び回答を行う。ただし、提案の審査に直接関わるなど、質問内容によっては回答し

ない場合がある。 

 

提出期間 令和７年８月１８日（月）～令和７年８月２２日（金） 

提出方法 

質問内容を簡潔にまとめ、「入札説明書等に関する質問

（別添資料４の様式２）」に記入のうえ、電子メールに

ファイルを添付し提出すること。（電話不可） 

提出先 京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課 

提出先メールアドレス sumamachi@city.kyoto.lg.jp 

質問書のファイル形式 
Microsoft365で処理可能なもの。表題は「入札説明書等

に関する質問書」とすること。 

 

⑼ 入札説明書等に関する質問及び回答の公表（２回目） 

入札説明書等に関する質問及びそれらに対する回答は次のとおり公表する。 

 

回答日 令和７年９月１１日（木） 

回答方法 

回答は、質問者の特殊な技術やノウハウ等に関わるもの、質問

者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれの

あるものを除き、下記のすまいまちづくり課のホームページに

掲載する。 

なお、質問者の名称は公表しないものとする。 

掲載先 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000329657.html 

mailto:sumamachi@city.kyoto.lg.jp
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なお、入札説明書等に関する応募者の質問を踏まえ、必要に応じて、入札説明書等

の記述等を見直し、軽微な変更を行うことがある。その場合には入札説明書等の公表

と同じ方法で速やかに公表する。 

 

⑽ 第２次審査提出書類の提出及び入札 

ア 提出日時、提出方法及び提出先 

入札参加資格確認通知書により入札参加資格を認められた者は、応募者の代表

事業者によって第２次審査提出書類を、次の方法等により、市に提出する。 

なお、第２次審査提出書類の作成については、別添資料４の様式集に示す「３-

⑶第２次審査提出書類」による。 

 

提出日 令和７年９月３０日（火） 

提出時間 午前９時～午後５時まで（正午～午後１時を除く） 

提出方法 

書留郵便等又は持参による。 

ただし、郵送の場合は配達記録の残る方法とし、上記日

時までに必着させること。 

なお、提出の際は、その旨を事前に電話で連絡すること。 

提出先 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市役所分庁舎内 

京都市行財政局管財契約部契約課 

 

イ 入札及び開札 

(ｱ) 入札参加者は、入札説明書の記載内容を承諾のうえ、入札すること。 

(ｲ) 入札書及び提案書の作成並びに入札・提出等に係る必要な費用は、すべて入札

参加者の負担とする。 

(ｳ) 入札書及び提案書は、別添資料４の様式集に定めるところにより作成し、これ

に定める部数を提出すること。 

(ｴ) 入札参加者が、入札書及び提案書の提出期限日に当該書類を提出しない場合

は、辞退したものとみなす。 

(ｵ) 入札参加者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和２

２年法律第５４号）に抵触する行為を行ってはならない。入札参加者が連合し、

又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができな

いと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、入札の執行を延期

し、又は取りやめることがある。 

 なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとること

がある。 
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(ｶ) 入札書及び提案書の変更はできない。ただし、提案書における誤字等の修正に

ついてはこの限りではない。 

(ｷ) 開札は、以下の日時で行う。 

 

開札日 令和７年１０月１日（水）９時以降 

 

ウ 予定価格 

事業費（市営住宅等整備業務、入居者移転支援業務、市営住宅維持管理業務、付

帯事業（うちコミュニティ活性化の取組に限る。）に要する費用をいう。）の予定

価格は、次のとおりである。 

 

￥６，９９７，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含まない。） 

 

市は、最低制限価格及び低入札調査基準価格については設定しないものとする。 

また、市は、本事業の実施に必要なサービスの対価を事業者に支払うために、地

方自治法第２１４条に規定する債務負担行為の設定に関する議案を令和７年２月

市会に提出し、議決を得ている。 

なお、予定価格には、実績に応じて清算する費用（地下埋設物撤去費、移転支援

実費、新棟の所有に係る税金）が含まれているため、入札に当たっては、市が指定

する項目については市が示した費用を用いて対価を算出すること。 

具体的な項目及び金額は、別添資料４の様式５－２入札価格内訳書に示す。 

エ 土地売買代金（付帯事業用地等の対価）の参考価格 

付帯事業用地等の売買代金の参考価格は、次のとおりである。 

 

￥５５，１００円／㎡ 

 

本事業においては、事業契約締結から事業者に付帯事業用地等を引き渡すまで

に数年の期間を要することから、参考価格は付帯事業用地の取得時の価格を保証

するものではなく、事業者に引き渡す時点で、再度、土地の鑑定評価を行い、付帯

事業用地等の対価の補正を行う。 

なお、具体的な方法については、別添資料６の事業契約書（案）の第６９条（付

帯事業用地等の対価）及び別紙１９に示す。 
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【参考価格の鑑定条件】 

対象不動産 

（土地） 

地積：１７，９５１．２５㎡ 

（付帯事業用地：１７，２５１．２５㎡、公園用地：７００㎡） 

・ 付帯事業用地は、事業用地の南側に位置し、国道２４号線に

接道する 

・ 公園用地は、市営住宅建替用地内に位置する 

評価の条件 ・ 対象地は２画地から構成されるが、一体の取引対象（一体と

して開発し、公園用地は付帯事業用地等の提供公園として開

発）として評価 

・ 付帯事業用地上に存する建物及びその付帯施設を撤去するこ

とを前提とした評価であるが、建物のうち、基礎部分（地上か

ら３０㎝程度の部分含む）は存置されたものとして評価 

・ 付帯事業用地における土壌汚染対策費用及び埋蔵文化財の発

掘費用を考慮（地下埋設物の有無については考慮外） 

オ 入札保証金及び契約保証金 

(ｱ) 入札保証金 

免除する。 

(ｲ) 契約保証金 

納付を要する。 

保証金額は、契約金額のうち、市営住宅等整備費相当額の１００分の１０以上

及び市営住宅維持管理費相当額の１年分の１００分の１０以上並びに付帯事業

用地等の対価相当額の１００分の１０以上とする。 

ただし、市営住宅等整備に係る契約保証金については、有価証券等の提供又は

銀行等による相応の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 

 

カ 入札の辞退 

第１次審査提出書類を提出した者が入札に参加できない事情が発生した場合等

は、第２次審査提出書類の提出前に限り、本件入札を辞退することができる。 

本件入札を辞退する場合は、次のとおり、入札辞退届（別添資料４の様式４－１）

を提出すること。 

 

提出方法 郵送等又は持参による。 

ただし、郵送の場合は配達記録の残る方法とすること。 

提出先 〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市役所分庁舎内 

京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課 事業第一担当 
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キ 入札の無効 

(ｱ) 規則第６条の２各号に定めるもののほか、虚偽の申請により入札参加資格が

あると認められた者が行った入札は無効とする。 

(ｲ) 市営住宅等整備の対価について、予定価格を上回る価格で入札を行ったとき

は、無効とする。 

(ｳ) 付帯事業用地等の対価について、㎡単価が参考価格を下回る価格で入札を行

ったときは、無効とする。 

ク 第２次審査提出書類の取扱い 

(ｱ) 著作権 

本事業に関する第２次審査提出書類の著作権は、応募者に帰属する。 

また、落札者以外の応募者から提出された第２次審査提出書類（電子媒体に保

存されたデータを含む。以下同じ。）は、落札者の決定及び入札結果の公表以外

に、応募者に無断で使用しない。 

なお、提出された第２次審査提出書類は、返却しない。 

(ｲ) 特許権等 

第２次審査提出書類に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本

国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている、工事材料、施

工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負う

こととする。 

 

５ 落札者の決定 

⑴ 審査に関する基本的な考え方 

市は、本事業の実施方針策定段階から落札者決定までの各段階において、事業者に

効率的かつ効果的な安定したサービスの提供を求めるものである。そのため、落札者

の決定に当たっては、別添資料３の落札者決定基準に基づき、事業者の技術力やノウ

ハウなど幅広い能力を総合的に評価する。 

 

⑵ 検討委員会の設置 

市は、本事業において入札を実施するに際し、要求水準を確保するとともに、中立

かつ公正な事業者選定が行われるよう意見聴取を行うことを目的として、学識経験

者等で構成する京都市桃陵市営住宅団地再生事業検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置している。 

 

＜委員会の委員＞（五十音順、敬称略） 

氏 名 所 属 

金多 隆 京都大学工学研究科 教授 

髙田 光雄 京都美術工芸大学 副学長 
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氏 名 所 属 

京都大学 名誉教授 

丹羽 秀樹 伏見区南浜学区自治連合会 副会長 

室﨑 千重 奈良女子大学生活環境学部 住環境学科 准教授 

山田 陽子 日本公認会計士協会 京滋会 会長 

公認会計士山田陽子事務所 所長 

 

なお、実施方針公表後、本事業の落札者決定までの間に、事業者選定に関して、応

募者やそれと同一と判断される団体等が、委員会委員に面談を求めたり、応募者のＰ

Ｒ書類等を提出したりすることなど、自らを有利に、又は他の応募者を不利にするよ

うに働きかけることを禁じ、応募者が故意に委員に接触し、不正行為を行ったと認め

られる場合は、選定対象から除外する。 

 

⑶ 審査の内容 

入札公告時に公表する落札者決定基準に基づき、提案内容について審議を行い、市

営住宅等整備業務等の入札価格及び付帯事業用地等の買取価格、市内経済への配慮

の定量的評価点と提案内容の定性的評価点を加算することで得た数値の最も高い者

を落札者とする。 

なお、審査内容の詳細は、別添資料３の落札者決定基準において提示する。 

 

⑷ 総合審査（第２次審査）の手順 

   総合審査は、委員会が審査を行う。 

ア 入札価格等の確認 

市営住宅等整備業務等の入札価格及び付帯事業用地等の買取価格の確認を行

う。 

イ 基礎審査 

要求水準の基本的事項を満たしているかの審査を行う。 

ウ 入札価格等の定量評価 

市営住宅等整備業務等の入札価格、付帯事業用地等の買取価格及び市内経済

への配慮の定量的事項の審査を行う。 

エ 提案内容の定性評価 

提案内容の定性的事項の審査を行う。 

審査に当たっては、提案内容について、応募者によるプレゼンテーションやヒ

アリングを求める予定である。 

なお、ヒアリングの詳細な日時は、「４ ⑹」の通知と併せて書面により通知

する。 
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⑸ 落札者の決定 

委員会は、市に選定結果を答申し、市は、委員会による落札者候補の選定の答申を

踏まえ、落札者を決定する。 

なお、入札参加者が一定の基準を満たさない場合には、市は落札者を決定しない場

合がある。詳細については、落札者決定基準に示す。 

 

⑹ 審査結果及び評価の公表 

市が落札者を決定した場合は、全ての入札参加者に対して当該入札参加者の合否

について通知するとともに、審査の結果及び評価は市のホームページを通じて公表

する。 

 

⑺ 落札の無効 

ア 落札の無効 

京都市契約事務規則第６条に定めるもののほか、入札参加資格審査書類、その他

の提出書類に虚偽の記載をした者が落札した場合には、その落札は無効とする。 

 

６ 契約に関する基本的な考え方 

⑴ 基本協定の締結 

落札者は、落札者決定後、市を相手方として、基本協定書（案）に基づき、基本協

定を締結しなければならない。 

 

⑵ 契約手続における交渉の有無 

市は、契約手続においては、入札条件の変更を伴う交渉は行わない。ただし、契約

締結までの間に、条文の意味を明確化するために文言の修正を行うことがある。 

事業計画及び契約の解釈について疑義が生じた場合には、市と落札者は誠意をも

って協議するものとし、協議が整わない場合は、基本協定書に定める具体的な措置に

従うものとする。 

 

⑶ 事業契約の締結 

市は、提案内容に基づき、落札者と契約内容の明確化のための協議を行い、当該協

議の内容に基づき、事業契約を締結する。 

事業契約は、本事業を包括的かつ詳細に規定する契約とし、契約期間は契約成立日

から本事業を完了する日までとする予定である。 

なお、事業契約の締結に係る落札者の弁護士費用、印紙代等は、落札者の負担とす

る。 

 

⑷ ＳＰＣを設立する場合の特例 

落札者が本事業を遂行するためにＳＰＣを設立する場合には、市は落札者と契約

内容の明確化のための協議を行い、当該協議の内容に基づき、ＳＰＣと事業契約を締
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結するものとする。 

 

⑸ 付帯事業用地等の売買契約の締結 

 市は、付帯事業用地等の対価が確定した後、付帯事業者と付帯事業用地等の売買契

約を締結する（付帯事業者が複数の場合は連名で契約する）。また、付帯事業者が複

数いる場合は、売買契約に係る債務は付帯事業者の全員が連帯して責任を負うことと

する。 

付帯事業用地は、原則、その他解体住棟等の解体を行った敷地と同範囲とし、付帯

事業用地等を取得する事業者が複数いる場合は、すべての事業者の取得持分の合計

が付帯事業用地等全てを活用する場合に限り、その提案を認める。 

付帯事業用地の売買契約においては、売買条件の変更を伴う交渉は行わない。また、

売買契約書には、事業契約書（案）第８章を主たる記載内容とするが、契約締結まで

の間に、条文の意味の明確化或いは手続きに関する規定を記載する。 

なお、売買契約の締結により、活用計画の遂行に必要な本市による許認可及び指定

等、並びに本市補助金の交付が予定されるものではない。 
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第４ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

１ 予想されるリスクと責任分担 

⑴ 基本的考え方 

本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低

廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、事業者が担当する業務について

は、事業者が責任をもって遂行し、業務の実施に伴い発生するリスクについては、原

則として事業者が負うものとする。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある

事項については、市が責任を負うものとする。 

 

⑵ 予想されるリスクと責任分担 

市と事業者の責任分担は、原則として事業契約書（案）によることとする。 

応募者は、負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うこと。 

⑶ 保険 

事業者は、事業契約書（案）に定める保険に加入すること。その他、リスク対応の

ために必要と考える場合は、事業者の提案に基づき加入することができる。 

なお、詳細については、事業契約書（案）に提示する。 

 

２ 提供されるサービス水準 

本事業において実施するサービスの内容及び水準（以下「要求水準」という。）につ

いては、要求水準書を参照すること。 

 

３ 事業者の責任の履行に関する事項 

事業者は、事業契約書に従い、誠意をもって責任を履行するものとする。 

なお、事業契約締結に当たっては、契約の履行を確保するために、契約保証金の納付

等の方法により事業契約の保証を行う。 

 

４ モニタリングの実施 

市は、事業者による要求水準及び事業者提案の適正かつ確実な遂行を担保するため、

達成状況等についてモニタリングを実施する。 

 

⑴ モニタリングの概要 

市による本事業の実施状況の確認の概要は、要求水準書を参照すること。 

 

⑵ モニタリングの費用の負担 

市が実施するモニタリングに係る費用（本市職員の派遣に要する費用を除く。）は

事業者の負担とする。 
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⑶ モニタリングの結果等 

モニタリングの結果、要求水準及び事業者提案が維持されていない場合、市は是正

勧告、支払の延期、支払額の減額、契約解除等の措置をとることができる。詳細につ

いては、事業契約書（案）において提示する。 
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第５ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項については、要求水準書を参照する

こと。 
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第６ 事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合は、市と事業者は誠意をもって

協議し、協議が整わない場合は、事業契約書に規定する措置に従う。 

本事業に関する紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

る。 
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第７ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

本事業の継続が困難になった場合には、その発生事由ごとに次の措置をとる。 

 

１ 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

市は、事業者の提供するサービスが、事業契約に定める市の要求水準を下回る場合、

又はその他事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行若しくは

その懸念が生じた場合は、事業者に修復勧告を行い、一定期間内に修復策の提出・実施

を求めることができる。 

事業者が一定期間内に是正することができなかった場合は、市は事業契約を解除す

ることができるものとする。 

また、市は、事業者の破産や財政状況の著しい悪化等により事業契約に基づく事業の

継続が困難と合理的に考えられる場合は、契約を解除することができる。契約解除に至

る事由及び賠償措置については事業契約書で規定する。 

 

２ 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

事業者は、市の責めに帰する事由により事業の継続が困難となった場合、契約を解除

することができる。 

契約解除に至る事由及び賠償措置については事業契約書で規定する。 

 

３ いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難となった場合 

市と事業者は、不可抗力、その他市又は事業者のいずれの責めにも帰さない事由によ

り事業の継続が困難となった場合、事業継続の可否について協議を行う。 

一定期間内に協議が整わない場合は、書面による事前通知を行うことにより、市及び

事業者は、事業契約を解除することができる。 

その他、事業契約書に定める事由ごとに、責任の所在による対応方法に従う。
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第８ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する事項 

１ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

地方税法に基づく特例処置（選定事業（ＢＯＴ方式）により整備される公共施設等に

係る不動産取得税、固定資産税、都市計画税に係る課税標準を２分の１にする特例）以

外について、現時点では、市は、本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定して

いない。 

なお、法改正等により、法制上及び税制上の措置等が適用される可能性がある場合に

は、市と事業者で協議を行う。 

 

２ その他の支援に関する事項 

事業実施に必要な許認可等に関して、市は必要に応じて協力を行う。 

法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、市は事業者と協

議を行う。 
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第９ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

１ 事業契約の締結 

本事業の事業契約（本契約）に係る議案を、令和８年２月市会において提出する予定

をしている。 

 

２ 債務負担行為の設定 

市は、本事業の実施について債務負担行為の設定に関する議案を令和７年２月市会

に提出し、議決を得ている。 

 

３ 市有財産（付帯事業用地等）の売買契約の締結 

本事業の付帯事業用地等の売買契約（本契約）に係る議案を、令和１５年９月市会に

おいて提出する予定をしている。 

 

４ 情報公開及び情報提供 

本事業に関する情報公開請求があった場合は、市情報公開条例に基づき提出書類を

開示する。 

本事業に関する情報提供は、京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課のホーム

ページ等を通じて適宜行う。 

 

５ 本事業において使用する言語等 

本事業において使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。 

 

６ 市からの提示資料の取り扱い 

市が提供する資料は、本事業の提案に関する検討以外の目的で使用してはならない。 

 

７ 入札に伴う費用分担 

応募者の入札に係る費用については、応募者の負担とする。 

 

８ 本事業に関する市の担当部署 

事 務 局：京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課 

        事業第一担当 羽山、木山、宮本、中舍 

電  話：０７５‐２２２‐３６６３ 

電 子 メ ー ル：sumamachi@city.kyoto.lg.jp 

ホームページアドレス：https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000329657.html 

mailto:sumamachi@city.kyoto.lg.jp
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000329657.html
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９ 本事業に関するアドバイザー及びその協力会社 

アドバイザー ：株式会社 地域経済研究所 大阪府大阪市中央区 

協力会社 ：ワース・コンサルティング株式会社 奈良県奈良市 

 ：北口・繁松法律事務所 大阪府大阪市北区 

 ：楠会計事務所 大阪府大阪市北区 

 


